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1月 （睦月） JANUARY

1日・元旦　9日・成人の日

正月ぐらい温泉にゆったりつかりたいと思っ
ている方も多いでしょう。ところで、鉱泉浴場
所在の市町村が、鉱泉浴場の入湯客に対し課
税するのが「入湯税」です。税率は、入湯客1人
1日について150円。環境衛生施設や観光の振
興等の費用に当てられる目的税で、平成15年
度で252億円の税収にのぼっています。

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

国　税／給与所得者の扶養控除等申告書の提出

本年最初の給与支払日の前日

国　税／報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出

1月31日

国　税／源泉徴収票の交付、提出 1月31日

国　税／12月分源泉所得税の納付（納期の特例を

受けている事業所は7～12月分） 1月10日

上記の納期の特例適用者で、納期限の特例

に関する届出書を提出している場合 1月20日

国　税／11月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 1月31日

国　税／5月決算法人の中間申告 1月31日

国　税／2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 1月31日

地方税／固定資産税の償却資産に関する申告 1月31日

地方税／給与支払報告書の提出 1月31日

入 湯 税

1 月 の 税 務 と 労 務
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わ
が
国
の
高
齢
化
は
、
現
役
世
代
の

年
金
負
担
額
の
増
大
や
労
働
力
の
減
少

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま

す
が
、
こ
こ
で
は
税
と
の
関
係
を
み
る

と
と
も
に
、
年
初
に
あ
た
り
、
国
の
収

入
の
実
態
と
、
地
方
分
権
と
税
の
関
係

に
つ
い
て
も
簡
単
に
ま
と
め
ま
し
た
。

１
　
世
界
最
高
の
高
齢
者
比
率

日
本
の
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
昨

年
二
、
五
五
六
万
人
と
な
り
、
高
齢
者

割
合
が
初
め
て
二
〇
％
に
達
し
、
世
界

最
高
水
準
と
な
っ
て
い
ま
す
（
図
表
１
）。

そ
の
う
え
、
少
子
化
も
進
展
し
、
わ
が

国
の
女
性
一
人
が
生
む
平
均
子
供
数

（
合
計
特
殊
出
生
率
）
は
、
平
成
十
六
年

に
は
、
一
・
二
九
に
ま
で
下
が
っ
て
き

て
い
ま
す
。

年
金
制
度
は
、
現
役
世
代
が
高
齢
世

代
を
支
え
る
世
代
間
扶
養
と
な
っ
て
い

る
の
で
、
図
表
２
の
よ
う
に
負
担
が
重

く
な
っ
て
く
る
と
、
社
会
保
険
料
の
み

で
は
解
決
で
き
ず
、
税
金
か
ら
の
負
担

が
徐
々
に
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

1月号 2

高齢化、 
地方分権と税 

■  図表１ ■ 主要国の高齢者の割合 ■  図表２ ■  
20～64歳人口の65歳以上人口に対する比率 

主要国 高齢者の割合 

日　本 ２０.０％ （０５年９月） 

イタリア １９.２％ （０４年１月） 

ドイツ １８.０％ （０３年１２月） 

フランス １６.２％ （０５年１月） 

イギリス １６.０％ （０３年６月） 

※カッコ内は推計・調査時点 

１９９０年 
（平成２年） 

５.１人 

２０００年 
（平成１２年） 

３.６人 

２０１０年 
（平成２２年） 

２.６人 

２０２０年 
（平成３２年） 

２.０人 

20 
〜  
64
歳
人
口
 

65
歳
以
上
人
口
 



２
　
国
の
収
入
の
実
態

国
家
財
政
の
主
要
な
財
源
で
あ
る
税

収
は
、
若
干
回
復
傾
向
に
あ
る
も
の
の

歳
入
全
体
の
五
三
・
五
％
に
す
ぎ
ず
、

四
〇
％
（
三
〇
兆
円
）
以
上
も
公
債
に

頼
っ
て
い
る
状
況
が
続
い
て
い
ま
す

（
図
表
３
）。

改
善
が
見
ら
れ
る
の
は
、
法
人
税
と

消
費
税
の
収
入
が
増
加
し
て
き
て
い
る

点
で
す
。

３
　
消
費
税
問
題

諸
外
国
と
比
べ
て
、
直
接
税
で
あ
る

所
得
課
税
の
比
重
が
高
い
わ
が
国
で
は
、

今
後
の
高
齢
化
に
備
え
消
費
税
の
負
担

を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い

ま
す
。

こ
の
場
合
、
図
表
３
で
わ
か
る
よ
う

に
、
現
状
の
五
％
の
消
費
税
率
で
約
一

〇
兆
円
な
の
で
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ

ン
ス
（
財
政
均
衡
）
を
消
費
税
で
対
応

し
よ
う
と
す
る
と
、
大
幅
な
税
率
ア
ッ

プ
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
総
合

的
な
対
策
が
政
府
に
求
め
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
す
。

４
　
三
位
一
体
の
改
革

一
方
、
地
方
自
治
促
進
の
見
地
か
ら
、

い
わ
ゆ
る
三
位
一
体
の
改
革
が
、
政
府

に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

三
位
一
体
の
改
革
と
は
、
地
方
の
実

情
に
応
じ
た
事
業
が
自
主
的
・
自
立
的

に
で
き
る
よ
う
に
、
地
方
へ
の
国
の
関

与
を
廃
止
・
縮
減
し
、
地
方
の
権
限
と

責
任
を
大
幅
に
拡
大
す
る
と
い
う
地
方

分
権
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
①
国
庫

補
助
負
担
金
の
改
革
、
②
国
か
ら
地
方

へ
の
税
源
移
譲
、
③
地
方
交
付
税
の
改

革
、
の
三
つ
を
一
体
的
に
行
う
と
い
う

も
の
で
す
。

国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
で
は
、

所
得
税
か
ら
個
人
住
民
税
へ
の
制
度
的

な
税
源
移
譲
を
実
現
し
、
あ
わ
せ
て

国
・
地
方
を
通
ず
る
個
人
所
得
課
税
の

あ
り
方
を
見
直
す
こ
と
が
検
討
さ
れ
て

い
ま
す
。

こ
れ
ら
に
よ
り
、
所
得
税
、
個
人
住

民
税
の
税
率
が
変
更
さ
れ
ま
す
。
法
律

改
正
が
必
要
な
た
め
ま
だ
確
定
し
て
い

ま
せ
ん
が
、
廃
止
さ
れ
る
方
針
の
定
率

減
税
と
あ
わ
せ
、
来
年
（
平
成
十
九
年
）

の
税
額
表
に
も
影
響
が
で
て
き
ま
す
。

3 1月号

■  図表３ ■ 　国の収入（一般会計歳入）（平成17年度当初予算） 

歳入総額 

82兆1,829億円　 
（100％） 

揮発油税 2兆1,730億円 （2.6％） 
酒税 1兆6,250億円 （2.0％） 
相続税・贈与税 1兆2,450億円 （1.5％） 
たばこ税 8,620億円 （1.0％） 
関税 7,790億円 （0.9％） 
自動車重量税 7,550億円 （0.9％） 
その他税収 6,130億円 （0.7％） 
印紙収入 1兆1,140億円 （1.4％） 

租
税
及
び
印
紙
収
入 

公
債
金
収
入 

44兆70億円 
（53.5％） 

34兆3,900億円 
（41.8％） 

所得税 
13兆1,640億円 
（16.0％） 

特例公債 
28兆 

2,100億円 
（34.3％） 

法人税 
11兆 
5,130億円 
（14.0％） 

　　消費税 
　10兆 
1,640億円 
（12.4％） その他 

9兆 
1,660億円 
（11.2％） 

その他収入 
3兆7,859億円 
（4.6％） 

建設公債 
6兆1,800億円 

（7.5％） 



1月号 4

当
社
は
、
高
級
輸
入
家
具
の
販

売
業
者
で
す
が
、
こ
こ
数
年
、
業

績
が
落
ち
込
み
、
多
数
の
在
庫
を
抱
え
て

い
ま
す
。
消
費
税
の
仕
入
税
額
控
除
の
計

算
方
法
を
見
直
し
た
い
の
で
す
が
、
そ
の

際
の
ポ
イ
ン
ト
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
従
来
よ
り
簡
易
課
税
制
度
の
適
用
を

受
け
て
い
ま
す
。

簡
易
課
税
か
ら
原
則
課
税
に
変

更
す
る
場
合
に
注
意
す
べ
き
ポ
イ

ン
ト
は
、「
期
首
の
在
庫
は
仕
入
税
額
控
除

の
対
象
と
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

ご
質
問
の
よ
う
に
多
数
在
庫
を
抱
え
て

い
る
場
合
は
、
そ
の
在
庫
は
当
期
に
販
売

さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

消
費
税
は
、
こ
の
売
上
に
対
し
て
課
税
さ

れ
ま
す
が
、
仕
入
れ
た
商
品
の
消
費
税
は
、

簡
易
課
税
制
度
を
適
用
し
て
い
た
課
税
期

間
に
完
結
し
て
い
ま
す
。

従
っ
て
、
変
更
を
検
討
さ
れ
る
際
に
は
、

単
に
試
算
表
を
基
に
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
す
る

だ
け
で
な
く
、
在
庫
商
品
も
含
め
て
考
慮

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ

平
成
十
六
年
中
に
父
か
ら
の
贈
与

に
つ
い
て
相
続
時
精
算
課
税
制
度
を
選

択
し
、
適
用
を
受
け
て
い
ま
す
。
平
成

十
七
年
中
に
父
か
ら
一
〇
〇
万
円
、
母

か
ら
八
〇
万
円
の
贈
与
を
受
け
ま
し
た

が
、
ど
の
よ
う
に
申
告
す
れ
ば
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
？

Ａ

母
か
ら
の
贈
与
に
つ
い
て
は
一
一

〇
万
円
の
基
礎
控
除
額
が
今
ま
で
ど
お

り
使
え
ま
す
が
、
父
か
ら
の
贈
与
に
つ

い
て
は
、
す
べ
て
申
告
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
相
続
時

精
算
課
税
制
度
を
選
択
し
た
親
か
ら
受

け
る
選
択
後
の
贈
与
は
、
金
額
の
多
少

に
関
ら
ず
、
す
べ
て
の
贈
与
に
つ
い
て

申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
保
険
金
の
受
取
り
や
、
資
産

の
名
義
変
更
な
ど
、
気
づ
か
な
い
う
ち

に
税
法
上
の
贈
与
行
為
を
行
な
っ
て
い

な
い
か
注
意
が
必
要
で
す
。

期
首
の
在
庫
に
は
注
意
！

新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。

会社法が、この5月から施行される予定です。この法律のポイントは、有限会社の新設

が施行日以降認められなくなることと、最低資本金制度の撤廃です。既存の有限会社は

株式会社とみなされる「特例有限会社」として存続できます。一方、既存の非公開の株

式会社にとっては、取締役の人数や監査役の設置、取締役・監査役の任期の面で影響が

あります。

平成11年分から設けられた定率減税が本年分は半減されます。これに伴い、新しい源

泉徴収税額表（月額・日額・賞与）が１月から適用されます。

注意したいのは、年金支給開始年齢である65歳までの雇用の確保を目的に、この４月

から施行される改正高年齢者雇用安定法です。現行法では定年は60歳を下回ってはなら

ないとされていますが、改正法では65歳未満の定年を定めている事業主に対して、①定

年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止、のいずれかの措置が要求さ

れています。ただし、この雇用確保措置をとらなければならない年齢は、いきなり65歳

ではなく段階的に引き上げられ、平成19年３月までは62歳とされています。

皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。

相
続
時
精
算
課
税
方
式
を
選
択
し
た
後
の

少
額
贈
与

税金 

メモ 
一口 

QA




